


□□ 労労災災保保険険

法人や自営業など、どのような形態であっても、そこで働く従業員は誰でも自動的に加

入することになります。

� 社会保険の給付内容

健康保険（協会けんぽ）

□□ 病病院院でで診診察察をを受受けけたたとときき

医療費のうち自己負担額は、3 割になります。ただし、70 歳以上の方は 1 割（高所得

者は 3割）、小学校入学前のお子さんは 2割負担となっています。

□□ 入入院院やや手手術術ななどどでで高高額額のの医医療療費費をを支支払払っったたとときき

自己負担額が下記の金額を超えた場合に、高額療養費が支給されます。（70歳以上の場

合や世帯で複数対象者がいる場合は計算が異なります）

・ 高額所得者 150,000円＋（医療費－500,000 円）×1％（標準報酬 53 万円以上の方）

・ 一般の方 81,000円＋（医療費－267,000円）×1％

・ 低所得者 35,400円

□□ 病病気気ややケケガガののたためめにに 44 日日以以上上会会社社をを休休んんだだとときき

療養のため労務不能で継続して 3 日間休業したときは、4日目より、1日につき給与の

2/3 相当額が支給されます。（最長 1 年 6 ヵ月）

＊条件を満たした場合は、退職後も支給されます。

□□ 出出産産ののたためめにに会会社社をを休休んんだだとときき

産前 42 日、産後 56 日に休業した日について、出産手当金として、給与の 2/3 相当額

が支給されます。＊資格喪失後の支給は廃止されました。

□□ 子子供供がが生生ままれれたたとときき

妊娠 4 ヵ月以上（85 日以上）の出産について、生産・死産・流産等にかかわらず、一

時金が１児につき 42 万円支給されます。(ただし、産科医療補償制度医療機関以外で出

産した場合は、39 万円が支給されます）

□□ 死死亡亡ししたたとときき

従業員、扶養家族ともに 5 万円が支給されます。

厚生年金保険

□□ 定定年年退退職職ししたたとときき

厚生年金への加入期間と納めた保険料額に応じて、老齢厚生年金が支給されます。

（ただし、年齢によります）



□□ 6600 歳歳以以降降もも働働くくとときき

会社から支給される給与額に応じて、老齢厚生年金が一部減額されて支給されます。

全額不支給となる場合もあります。

□□ ケケガガやや疾疾病病でで障障害害がが残残っったたとときき

障害の程度（1～3級）に応じて、障害厚生年金または一時金が支給されます。

□□ 死死亡亡ししたたとときき

厚生年金に加入している従業員本人が死亡した場合、遺族の生活を保障するために遺

族厚生年金が支給されます。

雇用保険

□□ 育育児児ののたためめにに休休業業すするるとときき

産後 57 日から子供が満 1歳（一定の場合は 1 歳 6ヵ月）に達するまでの間に休業する

と、給与の50％相当額が支給されます。（職場復帰給付金は廃止）

□□ 介介護護ののたためめにに休休業業すするるとときき

対象家族の介護のために休業したとき、給与の 40％相当額が支給されます。（最長 3ヵ

月間）

□□ 6600 歳歳以以降降のの給給与与がが下下ががっったたとときき

60 歳以降も働き続ける場合で、従前の給与と比べて 75％未満に低下したときは、新し

い給与額の最大 15％相当額が 64 歳まで支給されます。

□□ 失失業業ししたたとときき

求職の申込みをすることにより、給与の 50～80％相当額が①離職理由②雇用保険加入

年数③年齢に応じて、90日～360 日分支給されます。

□□ 能能力力向向上上ののたためめ指指定定講講座座をを受受講講ししたたとときき

支払った受講料の 20％相当額が支給されます。支給額の上限は 10 万円です。

＊被保険者期間 3 年以上が対象ですが、初回に限り 1 年以上でも受給可能。

労災保険

□□ 仕仕事事中中ににケケガガををししてて病病院院にに通通ううとときき

原則として、治療費には自己負担がありません。

□□ 仕仕事事中中ののケケガガがが原原因因でで休休業業すするるとときき

休業した日数に応じて、1日の給与額の 80％相当額が支給されます。

□□ 仕仕事事中中ののケケガガがが原原因因でで障障害害がが残残っったたとときき

障害の程度に応じて、障害年金（1～7 級）または障害一時金（8～14 級）が支給され

ます。




